
Ｒ６町政懇談会（大川ブロック）主な質問と回答 

 

日時 令和６年１１月６日（水） 

   午後６時～ 

会場 中央公民館３０１会議室 

 

１．交通安全対策（踏切付近の信号設置） 

 

Ｑ 国道と踏切の間が短い場所への信号設置について。特に、将来的に高速道

路のインターチェンジ（平成３０年開通）により車輛が増加することを見

据え、自動式信号機の設置を要望する。 

Ａ 過去に公安委員会に要望したが、国道と踏切の間が短いため、自動式信号

設置は困難であるとの回答を得ている。公安委員会の見解では、信号機を

設置すると（青から黄色、赤になる際に）踏切内に車が取り残され、重大

事故につながる可能性があるため、現在は設置ができない状況である。た

だし、今後の車輛増加を見込み、町として再度公安委員会に要望する意

向。 

 

２．町道昇格とその後の進捗状況 

 

Ｑ 大川町１１丁目線（ＪＲ踏切付近）の道道昇格とその後の進捗状況につい

て。除排雪や通学路の安全確保のため、道路の早急な改善を要望。 

Ａ 大川町１１丁目線および黒川町中通り２号線は、令和４年１２月に道道に

昇格し、令和５年３月に都市計画事業の認可を受けた。現在、北海道にお

いて改良事業にかかる測量や各種設計が進められている。現時点の情報で

は、整備には７年から８年を要する見込み。 

 

３．火葬場の立替事業と共同墓地 

 

Ｑ 新しい火葬場の共用開始を早められる可能性があるか。また、建設費用や

古い葬斎場の解体費用はどの程度になるか。 

Ａ 新しい火葬場の建設地において、現在、土地の調査と基本計画を策定中で

ある。そのため、供用開始時期を早められるか、または建設・解体費用が

どの程度になるかについては、現時点では回答できない状況である。基本

計画の結果が出来次第、町広報などを通じて町民に知らせる予定。 

 



Ｑ 現在使用している火葬炉は新しい火葬場が完成するまで使用可能か、ま

た、現在保管している予備の火葬炉は新しい施設で利用できるか。 

Ａ 現在使用している火葬炉は、定期的に保守を行いながら、新しい火葬場の

供用開始まで稼働を続ける。また、現在保管している火葬炉は、新斎場に

おいても使用可能な火葬炉である。 

 

Ｑ 町内に公設の共同墓地はあるか。また、お墓の承継や維持管理が困難な方

が増加している背景から、今後、共同墓地を整備する考えはあるか。 

Ａ 現在、公設の共同墓地は存在しない。共同墓地の整備については、設置場

所、管理方法、費用面など検討事項を整理し、担当課で調査研究をさせて

いただきたい。 

 

４．ふるさと納税の実績と運用 

 

Ｑ 年間の寄付金総額はどの程度か。返礼品の取り扱いについて、国や町の規

定、手数料、町内の政策への財源となる割合について。町外業者の利用状

況、町民の寄付額とそれに対する控除額は。 

Ａ 令和５年度の実績（１月から１２月）は、一般的なふるさと納税で８億

８，５８７万円、企業版ふるさと納税で１，５００万円、合計で９億円以

上の寄付金を得ている。国の規定により、返礼品の額は寄付額の３割以

内、手数料等の経費は２割以内に抑えることとされている。このため、受

入額の５割分が町の各種政策の財源となっている。返礼品の取り扱い業者

は、町内業者に限らず町外業者も可能である。現在、取り扱い業者は１０

０件程度あり、その半数程度は町外の業者となっている。令和５年（１月

～１２月）に、約６３０名の町民がふるさと納税で約４，０００万円程度

の寄付を行っており、これに伴う町民の控除額は約２，０００万円となっ

ている。 

 

５．道の駅建設と町内業者との関係 

 

Ｑ 道の駅建設費と国からの補助金の状況について。テナント・出店業者と町内

業者との競合および利益配分をどのように考えているか。 

Ａ 現在、提案事業者と詳細協議を進めており、１２月には建設費やレイアウト

等の提案を受け、事業実施の可否を判断する予定。国庫補助金については、

より有利な補助メニューを複合的に適用させるなど、町の持ち出しを抑え

るよう努めている。新しい道の駅は、テナントの売上が好調であることも望



ましいが、それ以上に、町内事業者の商品提供やＰＲを通じて、多くの来客

を町内の既存の施設（飲食・観光施設）へ誘導し、町内全体に経済効果を波

及させることをポイントとして考えている。 

 

６．街路灯（LED）の破損に対する補助制度 

 

Ｑ 自然災害などにより破損した既設の LED 街路灯について、現状の補助要綱

では新設・更新の場合のみ補助対象であり、災害等による破損は補助の対象

外である。季節の変化で何が起こるかわからないため、補助要綱の改正を要

望する。 

Ａ 街路灯設置補助金交付条例では、更新・新設工事について同一の街路灯につ

き１回限りの補助となっている。今回の要望を踏まえ、新規設置の補助に加

え、修繕や LED 交換、特殊な破損（自然災害含む）についても補助対象とで

きるよう、財政部局と協議の上、制度改正について検討を重ねていく。 

 

７．ゴミステーション設置補助限度額の引き上げ 

 

Ｑ ゴミステーションの価格高騰により、現在の補助金上限額５万円では対応

できなくなっている。（実勢価格は７～８万円）補助限度額の引き上げ（例：

６万円や７万円）を要望。 

Ａ ゴミステーションの設置補助については、現行の予算の範囲内で対応して

いる。補助限度額を増額すると、補助件数が減少する可能性が想定されるた

め、現行の制度で進めたい。しかし、ゴミステーションの価格が上がってい

る状況は把握しており、今後、状況を見極めながら、この上限額についても

検討したい。 

 

８．空き家・空き地対策（雑草管理） 

Ｑ 所有者不明の空き家・空き地が増加し、その周辺の雑草管理が区会にとって

人的・経費的に困難になっている。町として良い対応策はないか。 

Ａ 空き家については、「空き家対策の特別措置法」に基づき、所有者（または

相続人）を特定し、適切に管理するよう指導を行っている。緊急性が高い場

合は応急対応も行う。しかし、この法律において空き地は対象外であり、ま

た、空き家であっても緊急性の低い草刈り等については町では対応してい

ない。空き家の敷地の草刈りについても、基本的には所有者または相続人に

管理義務があるため、町は所有者を特定し、町内業者の紹介等を通じて適正

管理を要請する。 



 

９．防災対策と河川管理、避難支援 

 

Ｑ 大川ブロック内の旧登川（特におばけ川付近）の中流から上流にかけて、川

底が雑草や土砂で埋まり心配。ある程度の浚渫（しゅんせつ）が必要ではな

いか。 

Ａ 指摘の河川（旧登川、おばけ川）について、２年に１度、川底の土砂等の状

況を定期的に調査・実施している。来年（令和７年度）にも実施する計画で

あり、ご指摘の区間（中の川橋からＪＲまでの間）もその予定に含まれてい

る。余市川の排水機場（マリーナ付近）で常時水位を計測しており、危険水

位に達した際にはポンプを稼働し強制排水を行う体制をとっている。今後、

対策が必要な箇所については、個別の浚渫等についても検討していく。 

 

Ｑ 津波対策について。大川地区では１０ｍ以上の津波発生が想定されるが、区

会からは高い避難施設が近隣にないとの声があり、対応に苦慮している。 

Ａ 大川地区における津波の想定は、最大４ｍ（平均２．３９ｍ）であり、地震

発生後２７分で到達する想定。津波の高さは標高で示され、海岸付近では標

高約４ｍ、国道付近では標高約５ｍである。海岸付近の住民は、高い建物へ

の避難、または国道付近まで移動することで避難可能となる。 

 

Ｑ 避難行動要支援者（独居、高齢、障害を持つ方など）の情報（家族構成、要

介護度等）が区会と共有されていないため、災害時の支援が困難である。区

会として支援に必要な情報（要支援者名簿）を民生委員から得られるか。 

Ａ 要支援者名簿は作成しており、ご本人の同意を得た情報については民生委

員を通じて配布する計画である。しかし、現在、区会の方にそのような情報

を提供する体制はまだ構築できていない。今後、区会や民生委員と話し合い、

個別避難計画の作成に取り組み、支援者を組織化し「共助」の一助としてい

ただくことを考えている。 

 

Ｑ 防災マップが平面的な印刷物であるため高齢者には理解しにくい。一度、避

難場所まで実際に歩く、または車で移動する訓練が必要ではないか。 

Ａ 防災マップは説明会等を実施しているが、今後も防災学習会や避難訓練な

どを通じ、多くの町民が参加できるように地域全体で防災意識の向上に努

めていく。特に若い層の参加について区会と協力して働きかけたい。 

 



Ｑ 区会の防災活動に対する体力（コミュニティの力）に不安がある。防災計画

で区会に期待されている役割を担える状況にあるのか。コミュニティ強化

のための町の支援や方策を要望。 

Ａ 災害発生時はまず「自助」（自分の身を守る）を最優先とし、その後に「共

助」として地域にご協力をいただく。町としては、防災に関する学習会や知

識の普及に努める。区会の防災活動の体力について、「守りきれない部分」

は認識しており、学習会などを主体的に実施していただければ、町として積

極的に支援したいと考えている。 

 

１０．ＪＲ北海道新幹線並行在来線問題 

 

Ｑ ＪＲ北海道新幹線開業に伴う在来線（函館本線）の進展状況と、沿線自治体

との協議状況はどうなっているか。人口減少や高齢化が進む中で、町として

どのように考えているのか。 

Ａ 北海道新幹線が札幌まで延伸された際、並行在来線（函館本線：函館～小樽）

は廃止となり、バスに転換することで市町村間で合意している。新幹線の完

成時期は、予定されていた２０３０年度から伸びることは確定しているが、

具体的な時期は明らかになっていない。町としては、バス転換になったとし

ても、町民の利便性が確保されることが大前提であり、その約束が反故され

た場合は、バス転換への同意を撤回するという強い姿勢で臨んでいる。町民

の足をどのように確保していくか、引き続きしっかりと取り組む考えであ

る。 

 

１１．その他要望事項 

 

Ｑ 町の若手職員に、高齢化が進む区会活動（特に部会役員等）に積極的に参加

していただけるよう、町として働きかけをお願いしたい。 

Ａ 要望として承った 

 

Ｑ 避難場所となっている施設（老人福祉の家など）に、発電機やストーブなど

の防災設備が揃っていない状況へのアドバイス、または対策について。 

Ａ 公共施設の設備については、まず公共施設としての機能維持が予算配分上

優先されることにご理解いただきたい。備蓄品については計画的に取り進

めている。また、区会独自で防災に関する備品や活動のための予算を持って

いる場合があり、区会独自で用意したいものがあれば、町に相談していただ

ければ対応できる部分もある。 


